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３月１日に誕生する ｢おいらせ町｣ では､ ４月１日からの期限付臨時職員を次のとおり募集します｡
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・百石町役場 総務課人事係(TEL52－2111 内線212) ・下田町役場 総務課人事係(TEL56－2111 内線203)
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３月１日に誕生する ｢おいらせ町｣ では､ 役場などで短期・短時間勤務の臨時職員が必要となった場合
に必要な期間採用する､ 短期・短時間勤務臨時職員の登録を次のとおり募集します｡
� ���� 
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� �����

�� �� � ���

一 般 事 務 20名程度
役場北部出張所､ 町立図書館､ 町立学校給食センター､ 大山将棋記念館､ 国民健康保険
おいらせ病院､ 町立北部児童センター､ 町立向山児童館､ 町立秋堂児童館､ 町立木ノ下
児童館､ 豊栄地区コミュニティセンター

臨 床 検 査 技 師 １名程度 国民健康保険おいらせ病院
保 健 師 ２名程度 環境保健課､ 在宅介護支援センター
看 護 師 10名程度 訪問看護ステーション､ 国民健康保険おいらせ病院､ 在宅介護支援センター
ソーシャルワーカー １名程度 在宅介護支援センター
調 理 員 ６名程度 町立学校給食センター

�� � 	

全 職 種 共 通 原則として百石町又は下田町の住民である方

(身体に障害
のある方)

次のいずれにも該当する方
・身体障害者手帳の交付を受け､ その障害の程度が１級から６級までの方
・自力により通勤ができ､ かつ介助者なしに職務の遂行が可能な方

一 般 事 務 高等学校卒業以上の方
臨 床 検 査 技 師 臨床検査技師の資格を有する方
保 健 師 保健師の資格を有する方
看 護 師 看護師の資格を有する方
ソーシャルワーカー 社会福祉主事任用資格又は社会福祉士の資格を有する方
調 理 員 調理師の資格を有する方

応 募 期 限 ２月10日(金)午後５時 受付は土・日曜､ 祝日を除きます

提 出 書 類
申込書 写真貼付､ 役場所定の申込書
資格証明書の写し 臨床検査技師､ 保健師､ 看護師､ ソーシャルワーカー､ 調理員希望の方
身体障害者手帳の写し 身体に障害の有る方

選 考 方 法 申込書による書類審査
及び面接試験 詳細については申込者に後日通知します

賃 金

一般事務 日額 6,000 円 ・１日の勤務時間が８時間未満の場合は､ 時給
計算で支給されます｡
・病院で交替勤務に従事する看護師は､ 月額
178,300円です｡
・その他の賃金・休暇等の詳細ついては､ おい
らせ町臨時的任用職員管理規程による｡

臨床検査技師 日額 7,280 円
看護師 日額 8,240 円
保健師 日額 8,640 円
ソーシャルワーカー 日額 7,760 円
調理員 日額 5,520 円

有 給 休 暇 有り (年次有給休暇､ 特別休暇)
任 用 期 間 ４月１日から９月30日まで 平成19年３月までにおいて期間の更新有り

� � !"�	

一 般 事 務
百石町又は下田町の住民で､ 高等学校卒
業以上の方

看 護 師
原則として百石町又は下田町の住民で､
それぞれ資格を有する方

応 募 期 限 ２月10日(金)午後５時
受付は土・日曜､ 祝
日を除きます

提 出 書 類
申込書

写真貼付､ 役場所定
の申込書

資格証明書の写し 看護師希望の方

採 用 時 期 各職場で短期・短時間勤務職員が必要になっ
た時に､ 随時採用します｡

登録有効期間 平成18年４月１日から平成19年３月31日まで

勤 務 形 態 １日単位または時間単位での勤務です｡ 詳細
は勤務依頼の際に､ 職場と確認してください｡

注 意 事 項
登録者が多い場合は採用されない場合が有り
ます｡ 登録により､ 他の仕事への就職を妨げ
るものではありません｡

 �������

・百石町役場 総務課人事係(TEL52－2111 内線212)
・下田町役場 総務課人事係(TEL56－2111 内線203)
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下田町に住所を有する､ ひとり親家庭等の方の
健康保持・福祉の増進を図るため､ 医療機関等に
支払った医療費について､ 給付申請をすると払い
戻しが受けられる制度です｡ 事前に受給資格の認
定申請が必要です｡ また､ 保護者及び同居親族に
ついて所得制限があります｡
※ひとり親家庭等の方とは､ 母子・父子家庭の児
童及び父母､ ならびに父母のいない児童のこと
です｡
※児童とは､ 18歳到達後の最初の年度末までの人
のことです｡
�����

保険適用分の自己負担額のうち､ 児童について
は全額､ 父母の調剤薬局分については全額､ 父母
の病院分については保険医療機関ごとに１ヵ月に
つき1,000円を超える額を助成します｡
���	


保健福祉課(役場１階)児童福祉係 TEL内線277
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父親がいない又は父親が心身に障害がある場合
などの理由により､ 18歳に達する年度末までの児
童 (障害児は20歳未満) を養育する母親または養
育者に支給します｡
�������

児童１人の場合
全部支給 41,880円
一部支給 41,870円～9,880円 (所得に応じて)
児童２人の場合 5,000円加算
児童３人以上の場合 ３人目から3,000円加算
�������

心身に中程度以上の障害がある20歳未満の児童
を家庭で常時介護している父または母､ もしくは
養育者に支給します｡
�������

１級 (重度) 50,900円
２級 (中度) 33,900円
どちらの手当も児童が福祉施設に入所したり､
公的年金を受けることができるときは支給されな
いなど支給要件があり､所得額による制限もあり
ます｡
なお､ 現在受給資格を持っている方は､ 現況届
の提出が必要です｡ 該当する方には､ 案内します
ので､ ８月中に必ず手続きしてください｡
������	


保健福祉課(役場１階)児童福祉係 TEL内線256
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粗大ごみ処理券を購入し､ 下表の収集日を指定
してください｡ 自宅まで収集に伺います｡ 自宅ま
での道路が狭い場合は､ 申し込みの際お知らせく
ださい｡ 詳しくはカレンダーを参照してください｡

������
町指定のごみ袋に入らない大きなごみのことで
す｡
家電４品目やパソコン､ 危険物等は受け付けで
きません｡
���� !"�#$�%&�'(�
・一辺の最長が120cm未満 525円 (税込)
・一辺の最長が120cm以上 1,050円 (税込)
���� !")*+
・町民課(役場１階) TEL内線223
・北部出張所 TEL0176-50-1208
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町教育委員会では､ 町内に住所を有する方の子
弟で､ 高等学校以上の学校に在学又は入学予定者
のうち､ 特に優れた資質を持ちながら経済的な理由
によって就学が著しく困難な方に対し､奨学資金の
貸与を行い､ 有用な人材育成をめざしています｡
��,- １年以上町内に住所を有している方
./01 ６名程度
2345� ・大学､ 大学院 40,000円
���� ・短大､ 高専､ 専門学校 30,000円

・高等学校 15,000円
※この貸与限度額は予定額であり､ 変更になる場
合があります｡
6789 卒業１年後から10年以内で全額返還

(無利子)
�:89 ３月６日(月)～24日(金)
;<=>
①申込書 (学務課備え付け)
②成績証明書
③合格通知書または在学証明書
④平成16年分所得証明書 (世帯全員分)
⑤平成17年度分納税証明書 (世帯全員分)
�:����	

町教育委員会 学務課(役場２階) TEL内線235

���			���
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住民税の申告時期が近づいてきました｡
町では､ ２月13日(月)～３月15日(水)まで申告書の記載指導及
び申告相談を行います｡ 該当する方は必ず申告しましょう｡
この申告は､ 保育所(園)の保育料及び町営住宅料の算定､ 国民
年金保険料免除申請､ 老齢福祉年金・児童手当等の給付､ 扶養認
定などの申請で所得証明が必要な方は､ 申告をしていないと証明
書が発行されませんので､ 前年中に収入がない方でも申告をして
ください｡
また､ 国民健康保険加入者の方は前年中に所得がない場合は､
申告をすると国保税の軽減を受けることができますので､ 家族全
員分を申告してください｡
�������
平成18年１月１日現在､ 下田町に住所を有する方
※今年から65才以上の方で年金のみの収入でも老年者控除が廃止
されたため､ 年金収入額が158万円以上で所得税が源泉されて
いる方は申告が必要になります｡
���������
①平成17年中の所得が給与所得だけの方で､ 勤務先の事業所で年
末調整済みで給与支払報告書が提出されている方
②税務署へ確定申告をしなければならない方
��	
������
①給与収入や年金収入のみの方
▲平成17年分給与所得の源泉徴収票
▲平成17年分公的年金等の源泉徴収票
②シルバー人材センターで働いた方
▲平成17年分配分金支払証明書
③事業所得 (営業・農業・不動産) の申告をする方は､ 収入証明
書・自家消費・雑収入などの収入と経費の領収書等を項目ごと
に集計し ｢収支内訳書｣ を作成し､ それぞれの証明書や領収書
等と帳簿等を持参のうえお越しください｡
※ ｢収支内訳書｣ の作成でわからない箇所があったら､ 申告受付
期間前に税務課か税務署で確認してください｡
申告が始まると対応できない場合があります｡
◎農業の場合は､
▲水稲・野菜 (畑作物) の収入金額のわかる出荷証明書､ 若し
くは出荷明細書｡ 葉たばこ､ 乳牛の収納代金精算書等
▲自家消費量・水稲共済金受取り明細票・作業受託料
▲経費の支払額のわかる種苗費・肥料費・薬剤費・修繕費・共
済掛け金・水利費・作業委託費・精米所費・臨時雇い費・支払
小作料・農業用機械購入等の領収書等
④一時所得
・満期保険金があった場合は､ 支払保険金等のお知らせ
⑤土地・株式等の譲渡所得
・土地を個人等に売った方は､ 売買契約書と印紙代や仲介手数
料などの領収書等
・土地を役場や新幹線用地として売った場合は､ 公共事業資産
の買取り等証明書等
・株式等の売買所得がある方は､ 特定口座年間取引報告書
⑥控 除
・平成17年中に支払った ｢社会保険料(国民年金保険料)控除証
明書｣ と国民健康保険税・介護保険料・農業者年金保険料の
領収書

※今年から ｢社会保険料 (国民年金保険料) 控除証明書｣ の添付
が義務付けられました｡
・平成17年中に支払った生命保険料・損害保険料・個人年金支
払証明書
・障害者控除を受けようとする方は､ 交付されている障害者手
帳等

⑦印 鑑
⑧所得税の還付申告をする方は､ 本人の金融機関口座番号

��	
��
次のような場合には､ 給与所得者でも所得税の確定申告をすれ
ば､ 源泉徴収された税金が還付されることがあります｡
�����������
住宅を新築､ 購入したり中古住宅を取得した方で､ 一定の要件
に該当する場合

※住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書､ 工事請負契約
書､ 登記簿謄本､ 住民票
������������
診察や治療などで､ 一定額以上の医療費を負担した場合
※領収書､ 高額療養費支払通知書､ 生命保険などからの補てん額
のわかるもの添付
・対象となる治療費は､ 前年中に支払った医療費です｡
・領収書は､ 治療を受けた人ごとに分類してから､ さらに医療機
関ごとに集計してお越しください｡
 !"#�$%&����
年の途中で退職し､ その後就職しなかったために､ 年末調整を
受けなかった方
'()�����*�&
土地や建物などをお売りになった方は､ 十和田税務署から相談
についての案内がない場合でも､ 申告の必要があります｡
��+)�*�&
３月１日の合併後においても､ 下田町の町民の方の申告受付場
所は､ 下田町役場のみとなります｡
,-���./�*�&
税務署では､ 申告納税制度の趣旨から確定申告書等の ｢自書申
告｣ を推進しています｡
税務署においても､ 申告会場を設けて､ 自分で申告書等を記載
ができるような相談体制をとっています｡
ご理解とご協力をお願いします｡
なお､ 作成した申告書等は､ 郵送等でも受付されますが､ 郵送
の場合は早めに提出ください｡
確定申告書の用紙は､ 役場税務課と北部公民館にも備え付けて
います｡
0�123 税務課(役場１階) TEL内線230

�����
+ ) 大会議室(役場２階)
4 5 ９:00～12:00 ・13:00～16:00

※場所及び時間は全日程共通｡

※収入・経費・医療費等の領収書は､ 必ず分類し集計してお越し
ください｡
※３月１日の合併後においても､ 下田町の町民の方の申告受付場
所は､ 下田町役場のみとなります｡
※例年､ ３月12日(日) 以降は､ 大変混雑します｡
※なるべく指定日にお越しくださるようお願いします｡
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税務課(役場１階) TEL内線229・230・240
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第４回下田あきんど祭を開催します｡ 下田町と
しては最後の開催となるため､ 商工会員をはじめ
町民交流の機会として盛大に行います｡ お誘い合
わせの上ご来場ください｡
※交流会参加には前売券が必要です｡
� � ２月11日(土) 14:00～20:00
� 	 下田町民交流センター

 � 第１部 (14:00～17:00)

下田ふるさと芸能＆歌謡ショー
入場無料
①ＧＯＤバンド (オールディーズ)
②下田町民舞愛好会 (舞踊)
③キンダーコール･すわん(ミュージカル)
④中村純子 (歌謡)
第２部 (17:30～20:00)
町民交流会＆お楽しみ抽選会
前売券3,000円
・町内企業ＰＲコーナーあり

�� １月16日(月) 以降発売予定
����� 下田町商工会 TEL0178-56-2511

���������������			
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高病原性鳥インフルエンザの発生にご注意願い
ます｡
������������

①鶏肉､ 鶏卵の安全性については､ これまで､ 鶏
肉や鶏卵を食べることによって､ 人に感染した
という事例の報告はありません｡
②鳥インフルエンザは､ この病気にかかった鶏と
接触して､ 羽や粉末になったフンを吸い込んだ
り､ その鶏のフンや内臓に触れた手を介して鼻
からウイルスが入るなど､ 人の体内に大量のウ
イルスが入ってしまった場合に､ ごくまれにか
かることがあることが知られています｡
③国内で鳥インフルエンザが発生したからといっ
て､ ただちに家庭等で飼育している鳥が感染す
るということはありません｡ 清潔な状態で飼育
し､ ウイルスを運んでくる可能性がある野鳥が
近くに来ないようにし､ 鳥の排せつ物に触れた
後には手洗いとうがいをしていただければ､ 心
配はありません｡
④飼っている鳥が､ 原因も分からないまま､ 次々
に連続して死んでしまったという場合には､ そ
の鳥に素手でさわったり､ 土に埋めたりせずに､
なるべく早く家畜保健衛生所にご相談ください｡
�����

十和田家畜保健衛生所 TEL0176-23-6235

-./012/345

678)9:�;<=

｢高病原性鳥インフルエンザ｣ は定期的な鶏舎
の消毒と野鳥との接触を避けることにより､ 予防
することができます｡
つきましては､ 消毒に必要な消毒薬を無料配布
いたしますので､ 役場産業課までお越しください｡
ただし､ 12月26日・27日に受領された方は対象と
なりません｡
��� １月23日(月)・24日(火)
� � ８:30～17:00
� 	 産業課 (１階西側)
�����

産業課(役場１階) TEL内線218
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下田町の貴重な自然資源である ｢白鳥｣ への理
解を深めるため､ 白鳥フォーラムを開催します｡
参加者皆さんで意見交換しませんか｡

� � １月28日(土) 15:00～17:00
� 	 野鳥観察保護施設 ｢白鳥の家｣
���� 
望ましい白鳥保護活動の推進及び環境の創造に
ついて

 �
第１部 青森県の白鳥飛来地
講師：日本野鳥の会青森県支部

下北野鳥の会 阿部 誠一 氏
第２部 県南飛来地の活動状況
コーディネーター：

日本白鳥の会副会長 古川 博 氏
全体意見交換
����� 産業課(役場１階) TEL内線218
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室内でできる軽スポーツを楽しんでみませんか！
寒さで家の中に閉じこもりがちになるこの季節､
スポーツで心身ともにリフレッシュしましょう｡
� � １月23日(月)～２月３日(金)

※土日を除く｡ 19:00～21:00

� �
①ファインボール
４つのゲートを通した後､ 最後にゴールかごに
入れた球数を競います｡
②ソフトバレーボール
柔らかいボールを使いますので､ 当たっても痛
くありません｡
③ラージボール
球が大きいため､ ゆっくりのスピードで卓球を
楽しむことができます｡
④バウンドテニス
ボールも柔らかいので､ ゆっくりのスピードで
打つことができます｡
⑤ドッヂビー
フリスビーを使うドッヂボール｡ ぶつけられて
も痛くないドッヂビーがどこへ飛んでいくかスリ
ル満点です！
⑥スポーツチャンバラ
柔らかい剣状のもので中は空気｡ エアーソフト
剣でのチャンバラです｡ 平成19年全国スポレク祭
で ｢おいらせ町｣ での開催が決まっています｡
����	�
ふうせんラリー・ドリブルリレー・ダーツ・ス
トライクボード・ムーブメントスカーフ・バラン
スクッション・ミニハードル

 � 体育指導委員､ 種目指導者
�  町民 (子どもは保護者か代表者と一緒に
参加)
���� １月20日(金)

�������

� � ２月４日(土) ９:00～15:00
� � 町民交流センター
��� 無料
� � ファインボール・ラージボール・バウン
ドテニス・スポーツチャンバラ
��������
町民交流センター TEL0178-56-4711
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総務省では､ 電気通信サービスを安心・快適に
ご利用いただけるよう､ 利用者の視点に立った情
報通信行政の推進に取り組んでいます｡
電気通信サービスに関する利用者のご意見やご
要望を幅広くお聞かせいただき､ 今後の情報通信
行政に反映させるため､ 平成18年度(2006年度)電
気通信サービスモニターを次のとおり募集します｡
����
平成18年４月１日から平成19年３月31日までの
１年間
 !"#
電話・インターネット等の電気通信サービスに
関心がある満20歳以上の方｡
(ただし､ 総務省及び電気通信事業社に勤務経

験のある方､ またその方のご家族を除きます)
!$%&
東北管内 120名 (全国で1,000名程度)
'()*
①アンケート(年２回実施)に対する回答(全員)
②モニター会議 (10月～12月の平日に開催予定)
への出席 (別途出席をお願いする方)
��+,
官製ハガキの表面又はＦＡＸ送信用紙に ｢モニ
ター希望｣ と明記の上､ 郵便番号・住所・氏名
(フリガナ)・電話番号・年齢・性別・職業・応募
の動機・モニター会議参加希望の有無等の必要項
目を記入し､ お申し込みください｡
����
１月16日(月)～２月20日(月) (当日消印有効)
-./0
採用された方に３月末までに通知します｡ (採

用されなかった方には通知しません)
123
アンケート調査にご協力いただいた方及びモニ
ター会議に出席いただいた方にそれぞれ別途謝金
をお支払いします｡
��������
総務省東北総合通信局電気通信事業課
〒980-8795 仙台市青葉区本町３-２-23
TEL022-221-0628 FAX022-221-0613
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平成18年３月31日､ 社会福祉法人下田町社会福
祉協議会は解散し､ 平成18年４月１日､ 社会福祉
法人百石町社会福祉協議会と合併して新たに社会
福祉法人おいらせ町社会福祉協議会を設立する旨
を理事会及び評議員会で議決しましたので､ この
合併に対して異議のある債権者は､ 本公告掲載の
翌日から２月以内にその旨をお申し出ください｡
平成18年１月13日
青森県上北郡下田町字向川原３番地12
社会福祉法人 下田町社会福祉協議会

会長 苫米地義弘
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���� 物品の製造請負及び売買
���� 平成18､ 19年度
	
�� ２月１日～28日 (土日祝日を除く)
���

国土交通省統一様式または組合指定様式
※提出要領は組合総務課まで
�������

十和田地域広域事務組合 総務課
〒034-0051 十和田市大字伝法寺字大窪60-３
TEL0176-20-8100

���������������������������			
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子育て支援センターでは未就園児とその家族を
対象とし､ サークル活動を行っています｡ お気軽
にご参加ください｡
１月18日(水) ２歳児体験保育
１月19日(木) オープン保育

(アイスクリーム作り)
10:00～12:00 (三田保育園)

１月20日(金) １歳児体験保育
１月24日(火) ０歳児体験保育
１月26日(木) 一足早い豆まき会 (お面作り)

10:00～11:30 (錦ヶ丘保育園)
１月27日(金) 親子クラブ (お面作り)

10:00～11:00 (三田保育園)
２月３日(金) 豆まき会､ 乳幼児学級

10:00～12:00 (錦ヶ丘保育園)
２月４日(土) ジャンボ折り紙で遊びましょう

14:00～16:00 (菜の花保育園)
２月14日(火) お外で雪あそびをしよう

10:00～11:30 (錦ヶ丘保育園)
２月15日(水) ２歳児体験保育
２月17日(金) １歳児体験保育
※(０･１･２)歳児体験保育は､ 全て10:00～12:00
(三田保育園) です｡
各サークルには事前の申し込みが必要となりま
す｡
なお､ 上記サークル活動の他に､ 町内の各保育
園において育児相談､ 園庭の開放等を行っており､
未就園児でも利用できます｡
��������

子育て支援センター (三 田) TEL0178-56-2008
(錦ヶ丘) TEL0178-56-4051
(菜の花) TEL0176-53-8670

������������������������
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交通事故､ 詐欺､ おどしなどの犯罪にあい､ 警
察や検察庁に訴えたが､ 検察官がその事件を裁判
にかけてくれない｡ どうも納得ができない｡
このような人のために､ 検察官のした処分が正
しかったかどうかを審査する機関として ｢検察審
査会｣ があります｡ ｢検察審査会] では, 国民の
中からくじで選ばれた11人の検察審査員が審査を
してくれます｡
以上のようなご不満をお持ちの方は ｢検察審査
会｣ にお気軽にご相談ください｡ 相談は無料です
し､ 秘密は固く守られます｡
�����
八戸検察審査会事務局(青森地方裁判所八戸支部内)
TEL0178-22-3104

������������������������������
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通信教育事業を行うＮＨＫ学園では､ 広域通信
制高等学校､ 福祉通信教育､ 及び生涯学習通信講
座の学生・受講者を募集しています｡ まずは､ 無
料の案内書・願書をご請求ください｡
����
高等学校普通科18年度入学 (新入生・転入生・
編入生)､ 社会福祉コース (介護福祉士受験資格
取得・２年制)､ 社会福祉士養成課程 (社会福祉
士受験資格取得・２年制)､ 生涯学習通信講座
(受講期間３ヵ月～１年・年中受付)
����
高等学校 ２月１日～４月20日
社会福祉コース ２月１日～３月１日
社会福祉士養成課程 ３月20日まで
生涯学習通信講座 随時入学可

�����
ＮＨＫ学園
〒186-8001 東京都国立市富士見台２-36
TEL042-572-3151 FAX042-574-1006
フリーダイヤル 0120-06-8881 (資料請求のみ)

������������   
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雪国の冬､ 白銀の世界
などと呑気なことは言っ
てはいられません｡ 晴れ
間を見ての雪下ろし､ 大
変な労働です｡ でも雪下
ろしで電気の引込線を切っ
た等の事故が時々起きて
います｡ 十分にご注意く
ださるようお願いします｡
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